
④

③ OR

②

①

※特定事由 （労働者、退職後１年以内に通報した退職者）

・不利益取扱いを受ける危険がある場合（イ）

・証拠隠蔽の危険がある場合（ロ）

・通報者の特定情報が漏洩する危険がある場合（ハ）

・通報妨害がある場合（ニ）

・調査・是正措置の懈怠がある場合（ホ）

・生命身体・財産に対する一定の重大な損害が

　発生する危険がある場合（ヘ）

行政通報

６つの特定事由※のうち１つの

事由に該当（イロハニホヘ）

通報先ごとの保護要件の違い（労働者、退職者）

通報者

内部通報

不正の目的でなく

通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料

氏名や通報対象事実等を記載

した書面(電子メール等)の提出 真実相当性 真実相当性

外部通報


